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告別室
黒色系の石張り空間で、荘厳さを備える中にも、
自然光を取り入れた明るい空間となっています。

問 有明生活環境施設組合（℡67-1711※4月1日から有峰苑みやま柳川℡32-9580）
 4月１日から新火葬施設の業務を開始します

　

み
や
ま
市
と
柳
川
市
が
、
共
同
で
事
業

を
進
め
て
い
た
新
し
い
火
葬
施
設「
有
峰

苑
み
や
ま
柳
川
」が
完
成
し
、
令
和
２
年
４

月
１
日
か
ら
業
務
を
開
始
し
ま
す
。
こ
れ

に
伴
い
、
山
川
町
の「
有
峰
苑
」と
瀬
高
町

の「
瀬
高
葬
斎
場
」は
、
３
月
末
日
を
も
っ

て
業
務
を
終
了
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

完
成
し
た
施
設
は
、
施
設
の
周
囲
に
樹

木
を
配
し
、
緑
の
空
間
を
創
造
す
る
な
ど

周
辺
の
環
境
や
景
観
と
一
体
と
な
る
よ
う

設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
施
設
に
は
、
最
新
設

備
の
火
葬
炉
６
基
、
く
つ
ろ
げ
る
待
合
ロ

ビ
ー
、
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
、
授
乳
室
、
収
容

台
数
51
台
の
駐
車
場
を
設
け
て
い
ま
す
。　

　

令
和
２
年
度
も
引
き
続
き
第
２
期
工
事

を
行
い
ま
す
。
工
事
内
容
は
、
植
樹
な
ど

の
外
構
工
事
で
す
が
、
こ
の
完
了
を
も
っ

て
全
体
事
業
が
完
成
し
ま
す
。

日曜に市役所本庁の一部を開庁します （3月22日、29日、4月5日の午前中）
■
開
庁
す
る
庁
舎

　

市
役
所　

本
庁

※
山
川
・
高
田
支
所
は
開
庁

　
し
ま
せ
ん
。

■
開
庁
日

　
3
月
22
日
㈰
、
3
月
29
日

　

㈰
、
4
月
5
日
㈰

■
開
庁
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

※
本
庁
舎
の
正
面
出
入
口
か

　

ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関

　

係
の
手
続
き
は
3
月
29
日

　

と
4
月
5
日
の
2
日
間
の

　

み
と
な
り
ま
す
。

※
他
の
市
町
村
や
関
係
機
関

　

へ
の
問
い
合
わ
せ
が
必
要

　

な
場
合
な
ど
、
手
続
き
を

　

行
え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

　

す
。
そ
の
際
は
、
再
度
、
平

　

日
に
来
庁
い
た
だ
く
こ
と

　

に
な
り
ま
す
。

受付業務

住民票・戸籍など

国民健康保険・
　　　国民年金

公費医療・後期
高齢者医療など

税の証明

障がい福祉

児童福祉

業務内容

●転入・転出・転居の住民異動届の受付
※住民基本台帳ネットワークを使った（転出証明を使用しない）転
　入・転出届はできません。
※国外転入は受け付けできない場合があります。

●住民票の写しの交付
※住民票写しの広域交付（みやま市以外に住民登録をしている人
　の住民票の写しの交付）はできません。

●戸籍に関する証明書の交付　

●マイナンバーカードの申請補助・交付および更新
　（3月29日、4月5日のみ）

●印鑑登録、印鑑登録証明書の交付

●国民健康保険加入者の転入・転出・転居の受付
●国民年金受給者の住所変更届の受付

●公費医療（ひとり親・子ども・障害者・未熟児養育）受給者の
　転入・転出・転居の受付
●後期高齢者医療被保険者の転入・転出・転居の受付
●はり・きゅう・あん摩等施術券の発行
※令和 2年度分の施術券は3月30日㈪から発行します。

●所得証明書（所得・課税・非課税証明）の交付
●納税証明書（市税・軽自動車継続検査用）の交付
●原動機付自転車などの登録、廃車の受付
●固定資産評価・公課証明書の交付

●障がい福祉サービス

●児童手当の受付
●児童扶養手当、特別児童扶養手当の受付
●保育所の入・退所の受付

問い合わせ

市民課 住民係
（℡64-1513）

健康づくり課 国保年金係
（℡64-1529）

健康づくり課 医療係
（℡64-1527）

税務課 市民税係
（℡64-1511）
税務課 資産税係
（℡64-1536）

福祉事務所 福祉総務・障がい福祉係
（℡64-1530）

子ども子育て課 子ども子育て係
（℡64-1535）

戸籍届（婚姻、離婚、出生、死亡など）については、従前どおり本
庁、山川支所、高田支所の当直室でお預かりします。下記手続き
と同時に戸籍届を提出される場合は、平日（午前 8時 30 分～午
後 5時）に前もってご連絡ください。区分

大人（１１歳以上）

小人（１１歳未満）

死産児

その他

単位

１体につき

１体につき

１体につき

１火葬につき

管内住民

1万円

5,000円

3,000円

3,000円

管外住民

6万円

4万5千円

2万円

2万円

使用料

※管内住民とは、死亡者の死亡時の住所または喪主の住所がみやま市または柳川市にある人です。
　管外住民とは、管内住民以外の方です。詳しくは、お問い合わせください。

所在地　みやま市瀬高町下庄565番地1

建築面積    2,537.34 平方㍍

敷地面積　13,375.50 平方㍍

業務時間　午前 8時 30 分から午後 5時

主な施設の内容　　

火葬炉 6基、告別室 2室、待合室 6室、

待合ロビー、収骨室 2室、授乳室など

施設の概要

エントランスホール
エントランスホールは、壁と天井に、木目アルミルーバ
ーを使用し、落ち着きのある空間となっています。

炉前ホール
炉前ホールは、高い天井と床の石張りで、厳粛
で落ち着いた空間を創り出しています。

授乳室
授乳室は、乳幼児のおむつ替えができるベッドや
授乳ができるよう専用の給湯器を設置しています。

フロア案内図

待合室
待合室は、ご遺族の心情に配慮して、くつろぎと
安らぎを感じられる空間となっています。

待合ロビー
待合ロビーは、中庭が眺められ、安らぎと心和
む空間となっています。

位置図


